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議案第２号 

令和６年度東総広域水道企業団水道用水供給事業会計予算 

（総則） 

第１条 令和６年度東総広域水道企業団水道用水供給事業会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 用水供給先 銚子市、旭市、東庄町 

(2) 年間総供給量 銚子市 １，９４５，０００㎥ 

旭 市 ６，４５１，６２０㎥ 

東庄町 １，６４９，７６４㎥ 

計 １０，０４６，３８４㎥ 

(3) 一日平均供給量 銚子市 ５，３２９㎥ 

旭 市 １７，６７６㎥ 

東庄町 ４，５２０㎥ 

計 ２７，５２４㎥ 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収 入

第１款 事業収益 １，７９９，１２９千円 

第１項 営業収益 １，７０３，００１千円 

第２項 営業外収益 ９６，１２８千円 

支 出

第１款 事業費用 １，７４０，６９６千円 

第１項 営業費用 １，６９７，９７３千円 

第２項 営業外費用 ３８，７２３千円 

第３項 予備費 ４，０００千円 



- 2 - 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額１，０４７，７６１千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額１００，４０６千円及び過年度分損益勘定留保資金９４７，３５５千円で

補てんするものとする。）。 

 収 入 

第１款 資本的収入 ２１２，０００千円 

第１項 企業債 ２１２，０００千円 

 支 出 

第１款 資本的支出 １，２５９，７６１千円 

第１項 建設改良費 １，１２０，４８０千円 

第２項 企業債償還金 １３９，２８１千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。 

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間

の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の

経費の金額、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこ

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

212,000
浄水施設更新
事業

借入先の融資条件による。ただ

し、財政の都合により据置期間及

び償還期限を短縮し、若しくは繰

上償還し、又は低利債に借り換え

ることができる。

年利3.0％以内証書借入

事 項 期 間 限 度 額

243,491千円薬品注入設備更新事業(2)
令和６年度から
令和８年度まで
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れらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

(1) 職員給与費  １９０，２３５千円 

(2) 交際費         ５０千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、９１３千円と定める。 

令和６年２月５日提出 

 東総広域水道企業団企業長  越 川  信 一 




